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一
　
般
　
質
　
問

内田俊英議員

市
民
生
活
部
長
　
現
在
、
中

央
図
書
館
は
正
規
職
員
８

名
、
会
計
年
度
任
用
職
員
10
名
（
う

ち
夜
間
勤
務
２
名
）
に
よ
る
シ
フ
ト

勤
務
体
制
で
、
平
日
午
前
10
時
か
ら

午
後
８
時
ま
で
の
開
館
業
務
お
よ
び

夏
休
み
全
日
開
館
な
ど
の
取
り
組
み

に
も
対
応
し
て
お
り
、
現
在
の
人
員

体
制
は
業
務
量
に
即
し
た
体
制
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
９
時
半
開
館

は
、
利
用
者
に
と
っ
て
利
便
性
の
向

上
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は

人
員
体
制
を
変
え
る
こ
と
な
く
、
シ

フ
ト
変
更
等
で
対
応
が
可
能
か
、
労

務
管
理
規
定
上
支
障
が
な
い
か
な

ど
、
検
証
し
た
い
。

　

県
内
８
つ
の
市
立
図
書
館
の
開
館
時
間
を
比
較
す
る
と
、
９
時
開
館

が
４
市
、
９
時
半
が
２
市
、
10
時
が
本
市
を
含
む
２
市
で
あ
っ
た
。
開

館
前
の
業
務
は
大
変
慌
た
だ
し
い
も
の
だ
と
聞
い
て
は
い

る
が
、
人
員
の
過
不
足
も
含
め
て
現
状
を
示
し
、
ま
ず
は

９
時
半
開
館
に
挑
戦
し
て
は
ど
う
か
。

Ａ

神田泰孝議員

市
長　

道
路
冠
水
と
浸
水
被

害
へ
の
対
策
と
し
て
は
、
全

庁
横
断
的
な
排
水
対
策
連
絡
会
を
中

心
と
し
て
、
中
期
的
な
整
備
方
針
を

共
有
し
な
が
ら
取
り
組
ん
で
お
り
、

こ
れ
ま
で
に
道
路
冠
水
等
が
生
じ
た

箇
所
へ
の
局
所
的
な
改
良
や
対
策
を

進
め
る
と
と
も
に
、
国
や
県
の
流
域

治
水
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
連
携
を
進

め
て
い
る
。
ま
た
、
今
後
は
、
市
内

の
広
範
囲
に
わ
た
る
基
礎
調
査
か
ら

事
業
計
画
に
至
る
ま
で
、
長
期
的
な

プ
ロ
セ
ス
を
経
た
雨
水
排
水
計
画
の

策
定
を
目
指
し
、
現
在
行
っ
て
い
る

局
所
的
な
対
策
と
並
行
し
な
が
ら
検

討
し
て
い
く
。

　

市
内
に
は
、
５
か
所
の
ア
ン
ダ
ー
パ
ス
が
あ
る
。
国
は
、
冠
水
し
た

道
路
に
は
進
入
し
な
い
よ
う
呼
び
か
け
て
い
る
が
、
ア
ン
ダ
ー
パ
ス
内

部
が
冠
水
し
た
後
の
通
行
止
め
措
置
で
は
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
多
い

た
め
、
よ
り
一
層
の
啓
発
が
必
要
と
考
え
る
。
豪
雨
等

に
よ
る
道
路
等
冠
水
、
浸
水
被
害
に
お
け
る
市
の
対
策

と
今
後
の
取
組
み
は
。

Ａ Q

Q

市立中央図書館

2022年9月3日　市内での道路冠水

浸
水
・
冠
水
対
策

手
遅
れ
に
な
る
前
に

中
央
図
書
館

開
館
時
間
の
見
直
し
は

中
央
図
書
館

開
館
時
間
の
見
直
し
は
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一
　
般
　
質
　
問

水本徹雄議員

教
育
部
長　

明
治
天
皇
行
在

所
跡
碑
は
、
行
在
所
跡
を
記

念
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、
史
跡

の
構
成
要
素
と
は
な
る
も
の
の
、
史

跡
と
し
て
保
存
す
る
行
在
所
跡
の
明

確
な
遺
構
が
現
在
は
残
っ
て
お
ら
ず
、

市
文
化
財
保
護
審
議
会
で
の
指
定
は

難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
改
正
文
化
財
保
護
法
で
は
未

指
定
を
含
め
た
文
化
財
を
ま
ち
づ
く

り
に
生
か
し
な
が
ら
、
継
承
に
取
り

組
む
体
制
づ
く
り
が
必
要
と
さ
れ
て

お
り
、
観
光
活
用
す
る
こ
と
は
可
能

と
考
え
る
。
今
後
も
、
関
係
者
と
協

議
し
な
が
ら
、
観
光
資
源
と
し
て
保

存
活
用
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
く
。

　

市
役
所
東
側
に
あ
る
明
治
天
皇
行
在
所
跡
碑
が
建
立
さ
れ
、
今
年
で

１
０
０
年
に
な
る
。
こ
の
行
幸
に
は
、
西
郷
隆
盛
や
弟
の
従
道
も
同
行

し
て
お
り
、
本
市
の
歴
史
の
１
ペ
ー
ジ
に
残
す
べ
き
出
来
事

と
考
え
る
。
こ
の
１
０
０
年
と
い
う
節
目
に
史
跡
・
文
化
財

の
指
定
を
受
け
、
観
光
資
源
と
し
て
活
用
し
て
は
ど
う
か
。

Ａ

中谷真裕美議員

市
長
公
室
長　

避
難
所
生
活

で
は
、
安
定
的
な
電
力
供
給

が
必
要
で
あ
り
、
太
陽
光
発
電
と
蓄

電
池
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
自
立
型

電
力
シ
ス
テ
ム
は
非
常
に
有
効
な
手

段
で
あ
る
。
本
市
の
現
状
は
避
難
所

92
か
所
の
う
ち
、
太
陽
光
発
電
設
備

は
29
か
所
、蓄
電
池
は
３
か
所
設
置

で
あ
る
。本
年
度
よ
り
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
導
入
の
可
能
性
調
査
を
行

っ
て
お
り
、
今
後
、
環
境
保
全
率
先

実
行
計
画
の
改
訂
の
中
で
、
カ
ー
ボ

ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
推
進
と
と
も
に
避

難
所
と
し
て
の
観
点
も
考
慮
し
な
が

ら
、
太
陽
光
発
電
と
蓄
電
池
整
備
の

導
入
方
針
や
年
次
計
画
を
検
討
し
て

　

避
難
所
と
な
る
学
校
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
に
、
非
常
用
電
源
と
し

て
太
陽
光
発
電
と
蓄
電
池
の
整
備
を
進
め
て
ほ
し
い
。
災
害
時
の
停
電

の
影
響
を
回
避
す
る
と
と
も
に
再
エ
ネ
導
入
の
推
進
と
し
て
重
要
で
あ

る
。
ま
ず
は
改
築
、
大
規
模
改
修
時
に
は
必
ず
整
備
を

行
う
と
と
も
に
導
入
方
針
と
年
次
計
画
を
明
ら
か
に
し

て
ほ
し
い
。

Ａ

Q

Q

明治天皇行在所跡碑

安心して避難できる場所を

明
治
天
皇
行
在
所
跡
の

観
光
活
用
を

明
治
天
皇
行
在
所
跡
の

観
光
活
用
を

避
難
所
へ
太
陽
光
発
電・

蓄
電
池
導
入
の
具
体
化
を

避
難
所
へ
太
陽
光
発
電・

蓄
電
池
導
入
の
具
体
化
を
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質
疑
・
請
願
審
査

請
願
第
１
号

　

６
月
か
ら
都
市
環
境
委
員
会
で
継

続
し
て
い
た
審
査
の
結
果
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　
「
香
川
県
主
要
農
作
物
等
の
種
子

条
例
の
制
定
を
求
め
る
意
見
書
」
の

提
出
を
求
め
る
請
願

●
意
見

　

条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
生
産
者

の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
り
、
公
共
の

資
産
と
し
て
種
子
を
守
る
た
め
に
必

要
と
考
え
る
。

●
結
果

　

採
択

請
願
第
２
号　

「
安
倍
晋
三
元
首
相

の
「
国
葬
」
中
止
を
求
め
る
意
見
書

に
関
す
る
請
願　

　
　

丸
亀
革
新
懇　

世
話
人
代
表　

佐
々
原
義
幸

●
請
願
の
趣
旨

　

国
葬
に
は
法
令
根
拠
が
な
い
。
内

閣
の
独
断
で
国
葬
の
実
施
を
決
定
す

る
こ
と
は
、
民
主
主
義
の
根
幹
を
揺

る
が
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
経
費
を

全
額
国
費
か
ら
支
出
す
る
こ
と
は
容

認
で
き
な
い
。
ま
た
、
政
府
の
評
価

を
国
是
と
し
、
事
実
上
、
国
民
に
弔

請
願
審
査
結
果

辞
を
強
制
す
る
危
険
性
を
は
ら
む
な

ど
、
民
主
主
義
や
思
想
・
信
条
の
自

由
の
観
点
か
ら
も
、
そ
の
中
止
を
求

め
る
意
見
書
を
国
に
提
出
す
る
こ
と

を
請
願
す
る
。

●
議
会
の
意
見
お
よ
び
審
査
結
果

　

不
採
択

請
願
第
３
号　

「
消
費
税
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
の
実
施
中
止
を
求
め
る
」
意

見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願

　
　

丸
亀
民
主
商
工
会　

会
長　

若
山
美
代
子

●
請
願
の
趣
旨

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
、
売
上
高
に

関
わ
ら
ず
登
録
事
業
者
に
納
税
義
務

が
発
生
す
る
。
ま
た
、
消
費
税
の
仕

入
税
額
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

登
録
事
業
者
の
発
行
す
る
適
格
請
求

書
が
必
要
と
な
る
た
め
、
免
税
事
業

者
が
取
引
を
避
け
ら
れ
る
な
ど
、
従

前
よ
り
も
負
担
が
大
き
く
な
る
場
合

も
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
地
域
経
済
が

疲
弊
す
る
中
、
こ
れ
以
上
の
負
担
を

課
す
る
こ
と
は
日
本
の
経
済
再
生
を

阻
害
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
た

め
、
こ
の
制
度
の
実
施
中
止
を
求
め

る
意
見
書
を
国
に
提
出
す
る
こ
と
を

請
願
す
る
。

●
議
会
の
意
見
お
よ
び
審
査
結
果

　

不
採
択

燃
油
価
格
高
騰
対
策

　

施
設
園
芸
用
燃
油
価
格

高
騰
対
策
支
援
事
業
ほ
か

２
事
業
の
公
正
か
つ
普
遍

的
支
給
の
観
点
か
ら
、
具

体
的
支
給
方
法
、
要
領
に

つ
い
て
市
の
考
え
は
。

　

12
月
頃
か
ら
２
月
末
を
受

付
期
間
と
し
、
各
事
業
、
１

経
営
体
に
つ
き
１
回
限
り
の
申
請
と

す
る
。
補
助
金
の
交
付
は
、
書
類
等

に
不
備
が
な
い
も
の
か
ら
順
次
行

う
。
今
回
提
案
し
た
３
事
業
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
や
資
材
高
騰
の
影
響
を

受
け
る
全
て
の
農
業
者
を
対
象
と
し

て
お
り
、
適
切
で
あ
る
と
理
解
し
て

い
る
。

A定
年
延
長
と
定
員
管
理

　

地
方
公
務
員
の
定
年
延

長
や
再
任
用
に
よ
り
、
職

員
の
年
齢
構
成
に
歪
み
が

生
じ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

平
成
26
年
に
導
入
し
た
現

在
の
再
任
用
制
度
も
、
既
に

A

定
年
延
長
に
近
い
年
齢
構
成
に
な
り

つ
つ
あ
る
。
毎
年
度
一
定
数
の
早
期

退
職
者
も
見
込
ま
れ
る
た
め
、
継
続

的
な
新
規
採
用
も
で
き
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。
ま
た
、
経
験
者
採
用
や

職
種
等
に
よ
る
受
験
可
能
年
齢
の
考

慮
な
ど
、柔
軟
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

自
治
体
Ｄ
Ｘ
と

市
独
自
施
策

　

各
種
市
民
税
、
子
育
て

支
援
等
20
業
務
の
情
報
シ

ス
テ
ム
を
国
が
示
す
標
準

化
へ
移
行
し
た
場
合
、
本

市
独
自
に
充
実
さ
せ
て
い

る
施
策
が
後
退
す
る
恐
れ

は
な
い
か
。

　

自
治
体
の
独
自
施
策
等
、

業
務
に
差
異
が
あ
る
も
の
に

も
対
応
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
機
能
を
、

国
が
用
意
す
る
と
聞
い
て
い
る
。
具

体
的
な
差
異
や
市
民
へ
の
影
響
が
不

透
明
な
段
階
で
は
あ
る
が
、
移
行
予

定
の
令
和
８
年
１
月
ま
で
に
費
用
面

と
と
も
に
、
市
民
福
祉
の
観
点
も
十

分
考
慮
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。

A

真鍋議員守家議員

中谷議員

質
疑
質
疑

QQ

QQ

QQ
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委
員
会
審
査

総
務
委
員
会

  

委
員　

高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
、
導
入
背

景
と
運
用
面
で
の
課
題
は
。

  

市
長
公
室　

加
齢
に
伴
う
心
身
お

よ
び
家
庭
の
事
情
な
ど
、
高
齢
期
の

職
員
の
柔
軟
な
働
き
方
を
可
能
と
す

る
た
め
に
導
入
す
る
も
の
で
、
繁
忙

■
審
査
し
た
議
案

議
案
第
70
号
の
関
係
部
分
、

72
〜
85
号
、
請
願
第
２
、３
号

Ｑ

主
な
質
疑

Ａ

都
市
環
境
委
員
会

■
審
査
し
た
議
案

議
案
第
70
号
の
関
係
部
分
、

86
〜
91
号

  

委
員　

丸
亀
市
公
園
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て
、
現
市
民
ひ
ろ
ば
を

仮
設
駐
車
場
と
し
て
利
用
す
る
期
間

お
よ
び
跡
地
の
利
用
方
法
は
。

  

都
市
整
備
部　

令
和
5
年
4
月
か

ら
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
跡
地
に
緑

化
駐
車
場
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
の
間

利
用
し
、
そ
の
後
は
市
民
ひ
ろ
ば
と

し
て
再
整
備
す
る
予
定
で
あ
る
。

    

委
員　

畜
産
農
家
緊
急
支
援
事
業

補
助
金
に
つ
い
て
、
1
経
営
体
当
た

り
の
補
助
額
を
25
万
円
と
し
た
根
拠

は
。
ま
た
、
経
営
規
模
が
違
う
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
一
律
金
額
と
し
た
の

は
な
ぜ
か
。

  

産
業
文
化
部　

県
の
補
助
額
の
２

分
の
１
と
し
た
。
経
営
規
模
が
小
さ

い
ほ
ど
廃
業
へ
傾
く
傾
向
が
あ
る
の

で
、
公
平
に
一
律
金
額
と
し
た
。
し

か
し
、
経
営
が
厳
し
い
実
態
は
把
握

し
て
お
り
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し

て
い
く
。

  

委
員　

離
島
振
興
費
７
千
万
円
に

つ
い
て
、
内
訳
と
利
用
目
的
は
。

  
市
民
生
活
部　

離
島
移
住
促
進
事

業
費
補
助
金
と
し
て
、
１
千
万
円
を

追
加
計
上
し
、
移
住
希
望
者
の
空
き

家
リ
フ
ォ
ー
ム
等
の
費
用
と
し
て
利

用
す
る
ほ
か
、企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税

寄
附
金
を
活
用
し
た
広
島
地
区
活
性

Ｑ

　

原
案
可
決
。

主
な
質
疑

審
査
結
果

  

委
員　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

オ
ミ
ク
ロ
ン
株
対
応
ワ
ク
チ
ン
接
種

に
つ
い
て
、
市
の
方
針
は
。

  

健
康
福
祉
部　

国
の
方
針
に
従
っ

て
実
施
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
接

種
体
制
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
で

の
個
別
接
種
を
基
本
と
し
、
集
団
接

種
は
、
公
的
な
施
設
に
加
え
、
商
業

施
設
等
の
利
用
も
検
討
し
て
い
る
。

  

委
員　

公
立
保
育
所
お
よ
び
こ
ど

も
園
の
お
む
つ
持
ち
帰
り
を
廃
止
す

る
こ
と
に
よ
る
、
今
後
の
運
営
費
と

保
護
者
負
担
は
。

  

教
育
部　

処
分
に
必
要
な
ご
み
ス

Ｑ

教
育
民
生
委
員
会

■
審
査
し
た
議
案

議
案
第
70
号
の
関
係
部
分
、

71
号

　

原
案
可
決
。

Ｑ ＡＡ

主
な
質
疑

審
査
結
果

テ
ー
シ
ョ
ン
や
物
品
等
を
整
備
す
る

こ
と
に
よ
り
、
今
後
、
園
の
負
担
は

ご
み
袋
の
購
入
費
の
み
と
な
る
た
め
、

保
護
者
負
担
は
求
め
な
い
と
考
え
て

い
る
。

ＱＡＱＡ

Ａ

化
補
助
金
と
し
て
、
６
千
万
円
を
計

上
し
、
江
の
浦
港
待
合
所
の
改
修
及

び
尾
上
邸
整
備
等
に
利
用
し
た
い
。

期
は
部
分
休
業
が
難
し
い
こ
と
な
ど

課
題
も
あ
り
、
業
務
や
他
の
職
員
と

の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
な
が
ら
運
用
し

て
い
く
。

  

委
員　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
見
直

し
に
よ
る
市
税
の
影
響
は
。

  

総
務
部　

国
か
ら
の
財
政
措
置
が

あ
る
た
め
、今
回
の
制
度
改
正
に
よ
る

税
収
減
に
、実
質
的
な
影
響
は
な
い
。

査
審
会
員市

長
か
ら
提
案
さ
れ
た
議
案
に
つ
い
て
、
委
員
会
ご
と
に
審
査
し
ま
し
た
。

委
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